
富⾕⾃動⾞学校     022−358−8787
宮城県富⾕市三ノ関膳部沢上11−3

教習料⾦(消費税込)
普通⾞AT
316,000円
(所持免許なし・原付)

※⼊校時25歳までの学⽣の⽅に適⽤となります。他キャンペーン等との併⽤はできません。
※仮免許学科試験受験⼿数料1,800円、仮免許証交付⼿数料1,100円が別途発⽣いたします。
※追加技能教習2時限、再検定(修了・卒業)計2回までサービス。
 上記を超えた場合、追加技能教習料⾦(5,280円/H)、再検定料⾦(各7,700円)が発⽣いたします。
※⾃動⼆輪免許等所持の⽅は、別途お問合せください。
※サマースペシャル免許の他、約１ヶ⽉で取得可能なハイスピードプランもございます。(AT/MT可)
 お問い合わせください。

⼊校⽇・卒業予定⽇【19⽇間】

           定員各９名

送迎：毎⽇(⽇曜を除く)往復送迎！
⚪送迎範囲：東北⼤川内キャンパス周辺、
 仙台市泉区、富⾕市、⼤和町、⼤郷町、
 ⼤衡村、多賀城市(⼀部)、利府町(⼀部)
⚪送迎範囲を超える⽅
 お住まいの最寄りの地下鉄駅から泉中央駅
 までの交通費をお渡しします。
 (学都仙台フリーパス地下鉄１ヶ⽉分)

※卒業予定⽇とは、技能教習の追加がなく、修
 了・卒業検定、仮免学科試験に⼀発合格した
 場合の卒業⽇となります。
※⼟⽇祝⽇の仮免発⾏はありません。
※当校提⽰の教習スケジュールでの受講となり
 ます。⾃⼰都合でのキャンセルや変更はでき
 ません。

   ⼊校⽇        修了検定⽇      卒業検定⽇
 7/18(⾦)    7/26(⼟)    8/  5(⽕)
 7/25(⾦)    8/  2(⼟)    8/12(⽕)
 7/29(⽕)    8/  5(⽕)    8/16(⼟)
 8/  8(⾦)    8/16(⼟)    8/26(⽕)
 8/15(⾦)    8/23(⼟)    9/  2(⽕)
 8/22(⾦)    8/30(⼟)    9/  9(⽕)
 8/29(⾦)    9/  6(⼟)    9/16(⽕)
 9/  2(⽕)    9/  9(⽕)    9/20(⼟)
 9/12(⾦)    9/20(⼟)    9/30(⽕)
 9/19(⾦)    9/27(⼟)    10/7(⽕)

グループ割引
２名様   各  5,000円
３名様以上 各10,000円
※同時申込・同時⼊校が条件

技能教習は富⾃で。学科教習(⼀部を除く)はオンラインで。
合宿免許のように、ほぼ最短で運転免許を取得することができます！

お申込み
お問合せ
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先⾏予約特典
5⽉30⽇までご予約で
10,000円割引



サマースペシャル免許ご利⽤条件
Ⅰ教習の申込み
富⾕⾃動⾞学校(以下、当校という)所定の申込書に必要事項を記⼊し、
申込⾦11,000円(税込)を添えてお申込みください。申込⾦は教習代⾦、
取消料、または違約⾦のそれぞれの⼀部として取り扱います。
Ⅱ教習代⾦の⽀払い
教習代⾦から申込⾦11,000円(税込)を差引いた残額を⼊校⽇の21⽇前ま
でに当校にお⽀払いください。ローンをご利⽤の場合は⼊校⽇の１ヶ
⽉前までに⼿続きを完了してください。
Ⅲ契約の成⽴時期
１契約は当校がお申込みを受託し申込⾦を受領した時に成⽴します。
２通信契約の場合、当校が予約の旨を通知した後、予約の申込み翌⽇
 から起算して３⽇⽬にあたる⽇までに当校に申込み⾦を提出してい
 ただきます。(お振込または現⾦)契約は当校が契約の締結を承認し、
 申込⾦を受領した時に成⽴するものとします。
Ⅳ教習代⾦に含まれるもの・含まれないもの
１教習代⾦に含まれるものは、⼊学⾦・教本・問題集・写真・適性検
 査・学科教習・技能教習・修了検定・卒業検定・その他教習に関す
 る費⽤、及びスケジュール代等です。
２個⼈的事由での受講ミス(故意・過失・遅刻・寝過ごし等)が起きます
 と、⽇程にも混乱が⽣じ卒業予定⽇が延⻑となります。その際は１
 回あたり5,000円のスケジュール再作成料の⽀払い負担をしていただ
 くこととなります。
３仮免許学科試験受験⼿数料1,800円(⾮課税)、仮免許証交付⼿数料
 1,100円(⾮課税)、３時限⽬以降の追加技能教習料⾦(5,280円/H)、
 ３回⽬以降の再検定料⾦(各7,700円)は含まれておりません。
 当校にてお⽀払いください。
４電話代、飲⾷代、その他個⼈的性質の諸費⽤は教習代⾦に含まれま
 せん。
Ⅴ取消料
契約の成⽴後、お客様の都合で⽇程の変更または取消をされる場合、
お⼀⼈につき下記の取消料をいただきます。
①⼊校⽇の20〜15⽇前の変更・取消 取消料11,000円
②⼊校⽇の14〜  4⽇前の変更・取消 取消料22,000円
③⼊校⽇の3⽇前以降の変更・取消   取消料33,000円
※お客様の任意でサービスの⼀部を受領しなかった時、または途中で
 教習を中⽌された場合は、お客様の権利放棄とします。未受講の技
 能教習料⾦・検定料⾦をお返しいたします。(⼿数料10%が発⽣いた
 します)
Ⅵ契約の解除
１お客様は、次の場合に教習開始前に取消料を⽀払うことなく契約を
 解除することができます。
①契約の重要な内容変更、教習代⾦の増額があったとき。
②天災地変、戦乱などの事由によりサマースペシャル免許の安全かつ
 円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて⼤き
 いとき。
③当校の責に帰すべき事由により、契約書⾯に記載した教習⽇程に従
 った実施が不可能となったとき。
２当校による契約の解除
①所定の期⽇までに教習代⾦の⽀払いがないとき。
 (この場合、上記Ｖの基準に従って取消料をいただきます。)
②お客様がサマースペシャル免許の参加条件を満たしていないと判明
 したとき。
③お客様が病気、その他の事由により、当該教習に耐えられ ないと認
 められたとき。
④お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、また団体⾏動の円滑な実施を
 妨げる恐れがあると認められるとき。
⑤お客様が集合時間に間に合わず、教習の開始ができなかったとき。
⑥お客様が不正な⾏為を⾏って、教習・検定を受けた場合。法令や公
 序良俗に反する⾏為を⾏なった場合。
⑦天災地変、暴動、その他当校の関与し得ない事由から、当該教習の
 安全かつ円滑な実施が不可能となる恐れが認められたとき。
⑧お客様は⼊校後、学校規則、職員の指導に従っていただきます。従 
 わない場合は契約を解除することがあります。
⑨お客様の故意過失を問わず、法令や公序良俗に反する⾏為、もしく
 はお客様が⑧に反したことにより学校もしくは他のお客様が損害を
 受ける恐れがある場合、または受けた場合。
Ⅶ教習中⽌の場合
当校の関与し得ない事由により、パンフレット等に記載した教習の実
施が不可能となる場合、教習を中⽌することがあります。

Ⅷ注意事項
⒈⼊校時の審査により⾞種を変更していただく場合があります。
⒉⼊校時の適性検査などで、下記に該当する⽅や⼀定の病気にかかっ
 ている⽅は⼊校できない場合があります。(取消⼿数料や事務⼿数
 料、実費分がかかります)また、⼊校ができ運転免許試験に合格して
 も運転免許が取得できないことがあります。
・法律で定められた視⼒に満たない⽅(普通⾞：両眼0.7以上、⽚眼0.3
 以上)、⾚・⻘・⻩の識別ができない⽅。聴⼒・運動能⼒等に障害が
 あり、運転に⽀障のある⽅。※事前の視⼒検査をお勧めします。ま
 た、何か不安のある場合は事前にご相談ください。
・⾝⻑140cm以下の⽅は、事前に当校に確認をお願いします。
・⼿⾜指に⽋損がある⽅、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無
 ⾃覚性の低⾎糖症、躁鬱病、重度の眠気症状を呈する睡眠障害、そ
 の他精神障害、脳卒中、認知症、アルコール・薬物中毒
・過去5年間以内において、病気(病気治療に伴う症状含む)を原因とし
 て、または原因が明らかではないが意識を失ったことがある⽅。
・過去5年間以内において、病気を原因として、⾝体の全部または⼀部 
 が⼀時的に思い通りに動かせなくなったことがある⽅。
・過去5年間以内において⼗分な睡眠をとっているにも関わらず、⽇中 
 活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったこ
 とがある⽅。
・過去1年間以内において、次のいずれかに該当したことがある⽅。
⚪飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが⼊っている状態を3⽇以上
 続けたことが3回以上ある⽅
⚪病気治療のため、医師から飲酒をやめるよう助⾔を受けているにも
 関わらず、飲酒したことが3回以上ある⽅。
・病気を理由として、医師から運転免許の取得または運転を控えるよ
 う助⾔を受けている⽅。
・⾓膜矯正⽤コンタクトレンズを使⽤している⽅。
・現在または過去に精神科、⼼療内科に通院したことがある⽅。
※これらの病気や症状に該当する⽅、現在または過去に⼀定の病気に
 かかっている⽅、障害者⼿帳をお持ちの⽅は、住⺠票の住所の運転
 免許センターにて運転適性相談を受けることになりますので、申込
 時に申告してください。
※2014年6⽉1⽇の道路交通法改正により免許取得・更新時に、⼀定の
 病気等に関する質問票の提出が義務化されました。虚偽の記載をし
 た場合には、罰則が設けられています(法第117条の4第2項)
※現在または過去に⼀定の病気にかかっており、⾃動⾞の安全な運転
 に⽀障を及ぼす恐れのある⽅は、道路交通法の安全の観点から、運
 転免許が取得できない場合があります。⼀定の病気等に関する質問
 票の提出が教習所で⾏われることをご理解した上でお申し込みをお 
 願いいたします。不安のある⽅は事前に運転免許センターに相談し
 てください。
※⾝体に障害をお持ちの⽅、また病気等で⾃動⾞等の運転に不安のあ
 る⽅は、必ず事前に運転免許センターに相談してください。
※運転免許センターの判断結果は、書類交付により⾏われることが通
 常ですが、まれに相談内容が軽微な場合は⼝頭で伝えられることが
 あります。このような時は、係官の⽒名と⽇時を必ずメモとして残 
 しておいてください。
※上記の内容について、虚偽の申告または必要な⼿続き(⾃⼰申告や必
 要書類の提出、運転適正相談等)をされなかった場合は、⼊校をお断
 りする場合や、教習を中断する場合があります。その際にかかった
 費⽤(取消料、事務⼿数料、教習費⽤等)はお客様のご負担となります
 のでご注意ください。
⒊免許の取消または停⽌中の⽅、過去に無免許運転など交通違反歴が
 あり、免許を受けられない⽅は事前に各都道府県公安委員会に免許
 の取得が可能かどうかご確認ください。
⒋免許証(原付含む)をお持ちの⽅は、有効期限が失効していないかご確
 認の上ご持参ください。免許証記載の住所・⽒名に変更のある⽅は
 記載事項変更の⼿続きを⾏った上でご持参ください。また、免許証
 (原付含む)を紛失している⽅、汚れ等で不鮮明な場合は、必ず再発⾏
 の上でご持参ください。
Ⅸその他
いかなる場合においても再教習の実施はいたしません。
個⼈情報の取り扱いについて
当校は、お申し込みの際にご提出いただいた個⼈情報について適切に
管理を⾏い、下記の業務及び⽬的において利⽤いたします。
①お申込みのお客様へのご連絡
②教習料⾦などの精算
③クレジット、ローンをご利⽤の際は提携会社への申込み
④富⾕⾃動⾞学校からのアンケート調査、宣伝物の郵送
⑤法令及び官公署からの要請


